
建設業の死傷災害撲滅に向けて
滝川労働基準監督署管内における令和元年の建設業の死亡者数は、
過去10年間で最悪の４人となりました。
また、死傷者数も３７人となり、前年に比べ１４人（約60％）の

大幅な増加となりました。
事故の型別では、「墜落・転落災害」が依然として多発しています。
建設業における死傷災害の撲滅に向けて、労働災害防止対策のより

一層の取り組みをお願いします。
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全 産 業 ４ １７６ ２ １４６ ３０ ２０.５

建 設 業 ４ ３７ ２ ２３ １４ ６０.９

土木工事業 ３ ２７ ２ １１ １６ １４５.５

建築工事業 １ ９ ０ １０ －１ －１０.０

木造建築業 ０ ０ ０ ２ －２ －100.０
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事故の型

滝川署令和元年建設業死傷災害発生状況（事故の型別、全37人）

件数

滝川労働基準監督署



墜落・転落災害防止対策を進めましょう︕

① 高さ２m以上の高所作業においては、足場、高所作業車などにより十
分な広さの作業床を設けましょう。

② 枠組み足場には、交差筋かいと作業床からの高さ15cm以上40cm以
下の位置に下さんまたは幅木などを設けましょう。

③ 枠組み足場以外の足場には、作業床から高さ85cmの位置に手すり、
高さ35cm以上50cm以下の位置に中さん等を設けましょう。

④ 資材の搬入作業などのため、一時的に取り外した手すりなどの原状復
帰は直ちに行いましょう。

⑤ 梁上の作業など作業床の設置が困難な場合には、親綱または安全ブ
ロックを設け、墜落制止用器具（安全帯）を使用しましょう。

⑥ 高さ２m以上の作業床の端、開口部などには、墜落防止用の囲い、手
すりなどを設けましょう。

⑦ 開口部などで、囲いなどの設置が困難な場合には、墜落防止用の防網
を張りましょう。

⑧ はしごを使用する場合には、はしごの転位を防止するため、はしごの
上部や下部を固定しましょう。

⑨ 脚立を使用する場合には、脚と踏み面の角度を保つ、開き止め金具が
付いているものを使用しましょう。

⑩ 脚立は、作業を安全に行うために必要な面積の踏み面があるものを使
用しましょう。

⑪ 墜落・転落の危険がある場所での作業では、必ず墜落時保護用のヘル
メットを着用しましょう。

⑫ 墜落制止用器具（安全帯）の不使用などの不安全行動が生じないよう、
定期的に安全教育を行いましょう。

熱中症予防対策の取組みにつきましては、厚生労働省のホームページ
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html）
に掲載されていますので、確認してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

